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裏面もご覧下さい。 

毎
日
、
寒
い
日
が
続
い
て
お
り
ま
す
が
、
皆
様
い
か
が
お
過

ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

さ
て
、
本
地
区
で
は
、
昨
年
４
月
の
「
仮
換
地
（
案
）
の
供

覧
」
以
降
、
Ｊ
Ｒ
指
宿
枕
崎
線
の
連
続
立
体
交
差
事
業
（
鉄
道

高
架
化
）
の
仮
線
敷
設
工
事
等
に
向
け
、
Ｊ
Ｒ
線
北
側
に
土
地

を
お
持
ち
の
権
利
者
を
中
心
に
、
仮
換
地
に
関
す
る
個
別
協
議

を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

平
成
２２
年
１２
月
末
日
現
在
、
５９
件
の
画
地
に
つ
い
て
権
利

者
の
同
意
を
い
た
だ
き
、
仮
換
地
指
定
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

今
回
は
、
現
在
の
仮
換
地
指
定
状
況
や
仮
換
地
指
定
ま
で
の

流
れ
を
中
心
に
、
谷
山
駅
周
辺
地
区
に
お
け
る
区
画
整
理
事
業

の
情
報
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

谷山駅周辺地区 仮換地指定状況（平成２２年１２月末日現在） 

指定済の宅地 

未指定の宅地(※) 

道路 

公園 

指定済画地：５９件 

指定済面積：９，４８９．８７㎡（指定率１０．７％） 

現

在

の

谷

山

駅

周

辺

地

区 

仮

換

地

指

定

の

状

況

に

つ

い

て 

谷山駅周辺地区 航空写真（平成２２年１１月撮影） 

JR 谷山駅 

永田橋 清見橋 

JR 指宿枕崎線 

平
成
２２
年
１２
月
末
日
現
在
、
左
の
図
の
赤
色
の
箇
所
に
つ

い
て
、
「
仮
換
地
指
定
」
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
に
仮
換
地
指
定
を
行
っ
た
土
地
は
、
鉄
道
高
架
化

の
仮
線
敷
設
工
事
等
の
た
め
に
早
期
の
移
転
が
必
要
な
建
物

が
あ
る
土
地
や
、
そ
れ
ら
の
土
地
と
一
緒
に
調
整
す
る
必
要
が

あ
っ
た
土
地
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

関
係
の
皆
様
に
は
、
日
程
調
整
等
で
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
し
た
。
ま
た
、
仮
住
居
の
期
間
が
長
期
と
な
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
事
業
の
た
め
快
く
対
応
し
て
い
た
だ

き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

※「未指定の宅地」とは、「仮換地指定がまだ行われていない土地」のことです。この「未指定の宅地」部分には、これ

から個別協議を行う皆様の土地が仮換地（案）として割り付けられており、今後、市と皆様との個別協議を経て、仮換

地指定されることとなります。 
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平成２３年（20１１年）１月 

仮

換

地

指

定

ま

で

の

流

れ 

審議会に調整後の仮換地
修正案について、その位置
や面積、調整の理由等を説
明し、意見を求めます。 

② 土地区画整理審議会 ① 個 別 協 議 
（仮換地交渉） 

工事の進め方にあわせ、
仮換地(案)の調整が必要と
なる街区から順番に、関係
権利者との個別協議を行
い、仮換地を決めます。 

○街区単位で調整を行うため、当面の工
事の影響を受けない権利者にも個別協
議をお願いすることがあります。 

○「要望・意見書」やご意向の再確認を
行い、それを基に仮換地(案)を調整し
ます。 

○権利者のご意向は可能な限り配慮しま
すが、内容によっては調整結果に反映
出来ないことがあります。 

○要望を提出していない方にも、位置や
形状の変更を相談させていただくこと
があります。 

③ 仮 換 地 指 定 

土地区画整理法第 98 条
第 1 項に基づき、権利者の
仮換地を指定します。 

この手続きにより仮換地
が確定します。 

○市から関係権利者に「仮換地指定通
知」という書類をお送りします。 

○実際に仮換地が使えるようになる
のは周辺の道路や電気・ガス・水道
等の整備が終了してからです。 

 
★「仮換地指定通知」は権利者の仮換

地を証明する書類ですので、大切に
保管してください。(※) 

仮 換 地 の 確 定 

重 要 

◇個別協議を行わずに仮換地が決まること

はありません。 

※「仮換地指定通知」は再発行できません。通知に代わるものとして「仮換地証明」を 

交付することはできますが、証明手数料（300 円）が必要です。 



 

   

次
の
よ
う
な
と
き
は
、
「
届
出
」
や
「
許
可
申
請
」
が
必
要
で
す
。 

 

●
登
記
名
義
人
が
変
わ
っ
た
と
き 

（
変
更
後
の
登
記
簿
謄
本
の
写
し
を
ご
準
備
下
さ
い
） 

●
住
所
を
変
更
し
た
と
き 

●
代
理
人
を
定
め
た
と
き 

●
借
地
権
の
申
告
を
す
る
と
き 

（
他
人
名
義
の
土
地
に
建
物
な
ど
を
所
有
す
る
人
） 

 土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
地
区
内
で
の
建
築
物
及
び
工
作
物
の

新
築
や
増
・
改
築
、
土
地
の
形
質
の
変
更
、
ま
た
は
移
動
の
容
易
で
な

い
物
件
の
設
置
・
堆
積
を
行
う
と
き
（
土
地
区
画
整
理
法
第
７６
条
） 

皆

様

へ

の

お

願

い

区

画

整

理

の

進

め

方

Ｑ

＆

Ａ 

小

宅

地

対

策

事

業

に

つ

い

て 

小
宅
地
対
策
事
業
は
、
面
積
の
小
さ
な
宅
地
が
減
歩
に
よ
り
著
し
く
利

用
効
果
が
低
下
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
市
が
先
行
取
得
し
た
土
地
の
一

部
を
「
小
宅
地
対
策
用
地
」
と
し
て
希
望
す
る
対
象
者
へ
売
却
す
る
も
の

で
す
。
対
象
は
、
現
在
、
建
物
が
あ
る
１６５
平
方
メ
ー
ト
ル
（
約
５０
坪
）
未

満
の
宅
地
で
、
購
入
で
き
る
面
積
は
、
区
画
整
理
前
の
土
地
の
面
積
に
応

じ
て
異
な
り
ま
す
。 

な
お
、
小
宅
地
対
策
用
地
も
減
歩
を
受
け
る
こ
と
か
ら
、
区
画
整
理
後

に
換
地
さ
れ
る
面
積
よ
り
も
広
い
面
積
の
土
地
を
購
入
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
小
宅
地
対
策
用
地
を
購
入
す
る
か
ど
う
か
は

権
利
者
の
自
由
で
す
。
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
購

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

詳
細
は
、
個
別
協
議
の
際
に
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

購
入
申
請
書 

譲
渡
申
込
書 

売
買
契
約 

代
金
納
入 

所
有
権
移
転 

…
仮
換
地
交
渉
時
に 

購
入
の
意
思
確
認 

購
入
面
積
に
あ
わ
せ
、
市
が 

先
行
取
得
地
を
分
筆 

…
仮
換
地
の
引
渡
し 

直
前
に
締
結 

…
契
約
後
２０
日
以
内 

※
分
割
納
入
も
可
能 

代
金
完
済
後
、
市
が
登
記 

【売却までの流れ】 

先
行
取
得
地
分
筆 

…
分
筆
が
終
わ
り
次
第
、 

提
出
を
お
願
い
す
る 

先行取得した市有地を
分筆し、権利者に売却 

市有地 

権利者の宅地 

-区画整理前- 

【小宅地対策事業の仕組み】 

市が売却する土地を 
権利者の仮換地の隣へ 

-区画整理後- 

換 

地 

減歩 

現
在
、
こ
の
考
え
方
を
基
本
に
来
年
度
の
予
算
を
策
定
し
て
お
り
ま
す
。 

効
率
的
に
事
業
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
工
夫
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
皆
様

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

な
お
、
平
成
２３
年
度
の
事
業
内
容
に
つ
い
て
は
、
予
算
確
定
後
と
な
る

４
月
下
旬
発
行
予
定
の
「
区
画
整
理
だ
よ
り 

第
１３
号
」
で
お
知
ら
せ
し

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

い
い
え
。
ま
だ
決
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

今
後
、
工
事
の
進
め
方
に
合
わ
せ
、
街
区
単

位
で
仮
換
地
（
案
）
を
調
整
し
、
仮
換
地
指
定

を
行
い
ま
す
。
調
整
で
は
、
街
区
に
関
係
す
る

権
利
者
の
方
々
と
市
が
個
別
に
協
議
を
行
い
ま

す
の
で
、
日
程
調
整
等
に
ご
協
力
下
さ
い
。 

「
要
望
・
意
見
書
」
を 

提
出
し
た
け
ど
、
そ
の
後
、 

音
沙
汰
が
な
い
…
。 

提
出
し
て
い
た
だ
い
た
「
要
望
・
意
見
書
」

は
、
全
て
の
内
容
を
把
握
し
て
お
り
、
各
街
区

の
調
整
を
行
う
際
の
資
料
と
し
て
活
用
し
ま

す
。
今
後
、
個
別
協
議
を
行
う
際
に
、
出
さ
れ

た
要
望
等
の
再
確
認
を
し
な
が
ら
仮
換
地

（
案
）
を
調
整
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

私
は
い
つ
ご
ろ
移
転 

な
ん
だ
ろ
う
か
？ 

 
建
物
等
の
移
転
時
期
は
、
工
事
の
進
み
具
合

い
や
仮
換
地
指
定
の
状
況
、
予
算
等
が
関
係
す

る
た
め
、
現
時
点
で
明
確
な
時
期
を
お
示
し
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
状
況
で
す
。
建
物
等
の
移

転
は
仮
換
地
指
定
後
と
な
る
た
め
、
ま
ず
は
仮

換
地
に
関
す
る
個
別
協
議
を
お
願
い
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

供
覧
の
時
に
仮
換
地
の 

案
を
見
ま
し
た
。
あ
れ
で 

も
う
決
ま
り
で
す
か
？ 

… … … 

 
補
償
が
あ
る
っ
て 

聞
い
た
ん
だ
け
ど
…
。 

 

は
い
。
建
物
等
の
移
転
費
用
や
引
越
費
用
、

仮
住
ま
い
期
間
中
の
家
賃
等
に
つ
い
て
、
市
の

基
準
に
基
づ
き
補
償
し
ま
す
。
ま
た
、
貸
家
や

マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
住
ま
い
の
方
に
も
移
転
の

た
め
の
補
償
が
あ
り
ま
す
。 

な
お
、
移
転
費
用
を
算
出
す
る
に
は
移
転
工

法
を
決
め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
移
転
工
法
は

仮
換
地
の
場
所
や
移
転
を
行
う
と
き
の
周
囲

の
状
況
を
考
慮
し
て
決
め
る
必
要
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
現
時
点
で
補
償
額
を
お
示
し
す
る
こ

と
は
難
し
い
状
況
で
す
。 

… 

届 出 許可申請 

大まかな区分で表示しております。 

（厳密なものではありません。） 

１２
月
ま
で
で
、
鉄
道
高
架
化
の
仮
線
敷
設
工
事
等
に
関
係
す
る
仮
換
地

指
定
の
作
業
は
終
了
し
ま
し
た
。 

今
後
は
区
画
整
理
の
工
事
の
進
め
方
に
合
わ
せ
て
、
仮
換
地
指
定
を
行

っ
て
ま
い
り
ま
す
。
当
面
は 

①
雨
水
排
水
の
た
め
の
水
路
整
備
（
清
見
橋
付
近
）
と
県
工
業
用
水

の
導
水
管
（
埋
設
管
）
移
設 

②
幹
線
道
路
「
南
清
見
諏
訪
線
」
の
整
備 

に
向
け
、
関
係
権
利
者
と
個
別
協
議
を
進
め
る
予
定
で
す
。 

幹線道路「南清見諏訪線」を整
備し、この道路を起点に周辺街
区の整備を進める計画です。 

今

後

の

進

め

方

に

つ

い

て 

② 

① 

南
清
見
諏
訪
線
は
、
現
在
の
幹
線
道
路
で
あ
る
市
道
春
日
線
の
代
替
道

路
で
す
。
こ
の
道
路
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
市
道
春
日
線
に
埋
設
さ
れ
て

い
る
下
水
道
幹
線
の
移
設
や
バ
ス
路
線
の
切
り
替
え
を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
道
路
を
起
点
と
し
て
区
画
道
路
の
整
備
や
街
区
（
宅

地
）
の
整
備
を
行
う
計
画
と
し
て
お
り
ま
す
。 

水路整備や工業用水の導水管移設を
進めながら、清見橋付近から駅前広場
に向けて街区の整備を行う計画です。 

事業についてご不明な点、ご不安な点等がございましたら、 
谷山駅周辺地区係（099-269-8435）までご連絡下さい。 

分筆 


